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ここが問題！ 食材料費の実費徴収化 
 

◆応能負担から応益負担（実費負担）への転換 

下図のとおり、給食費は公定価格（保育費用）の事業費（一般生活費）に児童の生活費

用として積算されています。給食費には食材料費以外にも調理の関連経費が含まれると思

われますが、ここでは給食費＝食材料費として考えることとします。 
 

《公定価格（保育費用）》 

事務費 人件費 常勤職員給与 本俸、諸手当、社会保険負担分他 

非常勤職員雇上費 非常勤職員雇上費、年休代替費他 

管理費 旅費、職員研修費他 職員の数に比例して積算 

保健衛生費 児童の数に比例して積算 

修繕費他 1 施設当りの費用として積算 

事業費 一般生活費 給食費、保育材料費 児童の生活費用として積算 

冷暖房費 冷暖房費 冷暖房費用として積算 

※保育費用＝公費負担額＋保護者負担額 
 

保育費用は公費負担額と保護者負担額で構成されています。つまり、保護者は 3 歳未満

児の主食費・副食費、および、3 歳以上児の副食費（主食費は含まれず）を、保育料とし

て負担しています。確認すべきは、この負担は支払能力（階層区分）に応じて費用を負担

する「応能負担」だということです。食材料費の実費徴収化は、この「応能負担」を、支

払能力にかかわりなく費用を一律に負担する「応益負担＝実費負担」に転換するものです。

本来は無償化の対象とすべき食材料費（保育費用）が「実費負担」に変わるということで

あり、きわめて重大です。 

保育料の無償化にともない実費徴収化が決まれば、3 歳以上児の食材料費（副食費）の

保護者負担は、下図のように変わります。 
 

 科目 負担（現行）  負担（変更後） 

事

業

費 

給食費 公費 保護者  保護者（実費） 

保育材料費 公費 保護者  公費（無償化） 

冷暖房費 公費 保護者  公費（無償化） 

 

 

◆保育と給食の分離 
 

食材料費は保育費用の一部として、所得に応じて保護者が負担しています。つまり、給

食は保育を構成する重要な要素として位置づけられてきたのです。新しい「保育所保育指

針」では、「保育所における食育は、健康な生活の基本としての『食を営む力』の育成に向

けたその基礎を培うことを目標とする」として、保育における食育の重要性が強調されて

います。アレルギーへのきめ細かな対応も含め、給食が保育の一環であることは、保育現

場のだれもが日々実感するところです。 

この点については内閣府も認めざるを得ません。現に 3 歳未満児の食材料費は、引き続

き保育費用として公定価格に積算されます。しかし、内閣府は、食材料費が保育費用だと
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しても、そのことで実費徴収化が妨げられることにはならないとしています。つまり、食

材料費の保育費用という性格を残したまま、それを「応益＝実費」で負担させることに問

題はないというのです。公定価格（保育費用）を所管する内閣府が、保育にかかる特定の

費用を“保育費用”と認めた上で、それを実費徴収する意味は重大です。これを許すなら、

保育材料等の他の一般生活費、さらには、冷暖房費までもが「応益負担（実費負担）」にな

らないとも限りません。 

内閣府は、保育費用の実費徴収という説明のつかない方針を正当化しようとしています

が、その本質が「保育と給食の分離」であることは明らかです。バックボーンに医療や介

護で持ち出された「ホテルコスト論」があるのは間違いありません。しかし、保育所の給

食は子どもの成長や園での生活・活動を支える専門的な“保育の行為”であり、家庭での

食事と同列で論じるべきものではありません。食材料費だけをとらえた「ホテルコスト論」

に合理性はありません。 
 

◆子育て家庭の負担増 

保護者の給食費の負担が「応能」であることは前述のとおりです。負担割合の基準は見

直されるべきと考えますが、それでも、所得の再分配の原則は貫かれています。食材料費

の実費負担は所得の再分配の原則を切り崩し、とりわけ低所得家庭に負担増を強いるもの

です。 

公定価格における 3 歳以上児の食材料費の積算額は、5,377 円（2018 年）と推定さ

れます。この額が実費徴収されることになれば、保護者の負担増は深刻です。食材料費が

払えず、おにぎりだけを持参させる家庭がでてくるかもしれません。そうなれば、保育は

なりたちません。子どもへの心理的な影響も心配です。極めて深刻な問題と言わざるを得

ません。 

食材料費の負担方法の統一化を理由に、子育て世帯に負担増を強いる食材料費の実費負

担化を認めるわけにはいきません。 

◆給食の役割に目を背ける幼稚園と保育所の統一化 

子ども・子育て支援法では、幼稚園の教育標準時間は 4 時間に規定されています。時間

設定は 10 時から昼食をはさんで 14 時までが標準的です。幼稚園の場合は給食設備の必

置義務はないため、児童の昼食のとりかたは施設によりさまざまです。 

支援法施行後は多くの幼稚園で預り保育を実施しており、幼稚園においても標準時間を

超えた長時間の保育が一般的となっています。本来は 2 号認定の対象である児童が１号認

定を受け、幼稚園に入所するケースも少なくありません。預り保育の利用にともない児童

の活動量も増え、これまでの昼食はその位置づけを変えざるをえない状況が生まれていま

す。 

食材料費の実費徴収化の主要な動機は、幼稚園と保育所における保護者の負担方法の統

一化にあります。しかし、この考え方は、保育所給食の今日的役割に目を背けるものであ

るのに加え、幼稚園の実態も踏まえておらず、あまりにも乱暴な結論づけです。政府が検

討すべきは、すべての子どもに豊かな給食を保障することです。その財源は国が確保すべ

きであり、保護者への転嫁は許されません。食材料費の実費徴収化は、政府が自ら決定し

た「保育料の無償化」にも逆行するものであり、政策の整合性が問われています。 
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◆事務業務の増加と保護者との関係の変化 

食材料費の実費徴収問題に関し、園への影響についても触れておく必要があります。影

響は直接的には事務業務量の増加として現れますが、実費徴収にともない保護者と園との

関係にも重大な変化をもたらすことも見過ごせません。 

実費徴収になれば、定員規模にもよりますが、年間１千万円にもなる食材料費を保護者

から徴収することになります。延長保育料等の計算や徴収でさえさまざまなトラブルが発

生しているなか、これに食材料費の徴収が付加されることになるのです。園の事務業務が

深刻な状況に陥るのは目に見えています。 

実費徴収の原則は「単価×回数」であり、園は児童ごとに食事の回数を正確に把握し、

保護者に請求しなければなりません。記録に間違いがあれば保護者とのトラブルも発生し

ます。給食の発注にも影響が出てきます。これに滞納が発生すれば、回収業務が加わりま

す。滞納件数と金額は延長保育の比ではありません。園はこれを事務体制が保障されない

中で行わなければなりません。 

実費の確認や未収回収等でのトラブルの発生は必至といえます。その結果、子どもの成

長を見据えた保護者と園との信頼関係や共同の営みは後退を余儀なくされることになりま

す。食材料費の実費徴収が保護者と園の関係に大きな変化をもたらすことも、私たちにと

って見過ごすことのできない点の一つです。 

 

◆保護者とともに 

保育料の無償化自体は歓迎すべきことですが、待機児解消や保育士確保問題などの課題

の解決を優先すべきという意見も少なくありません。また、0～2 歳児が無償化の対象外で

あることへの疑問や不満の声も聞こえます。保育に関する重要課題が山積するなか、保育

料の無償化は必ずしも国民の支持を得ているわけではありません。 

このようななか、突如として浮上してきたのが食材料費の実費徴収化の問題です。無償

化の結果、食材料費が実費徴収されることに保護者の理解は得られません。負担増は、保

護者にとって大きな問題ですが、当事者を置き去りにした議論が政府内部で進んでいるこ

とは重大です。食材料費の実費徴収化問題を正確に保護者に伝えるともに、保護者の声を

政府に届けることが今、保育所経営に携わる私たちに求められています。 

 

 

 

全国民間保育園経営研究懇話会（略称：全国保育経営懇） 
 

〒162-0837 東京都新宿区納戸町 26-3 保育プラザ内 

電話 03-6265-3174 FAX 03-6265-3184 

メール gsp10404@nifty.com 

ホームページ http://www.hoiku-keieikon..jp/ 

 

全国保育経営懇では、会員園を募集しています。上記まで、お問い合わせください。 
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＜資料＞幼児教育無償化の制度の具体化に向けた方針の概要 
（平成 30年 12月 28日 関係閣僚合意） 


